
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 
 

 

1. 計画期間 

2025年4月1日～2028年3月31日 （3年間） 

 

2. 内容 

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行なうため、 

次のように行動計画を策定する。 

 

目標1 年次有給休暇の取得日数について平均12日以上を目指す 

●2025年 4月～  計画的な取得の推進 

３ヵ月ごとに取得状況をチェックし、取得を促す取り組みを実施する 

 

目標2 男性の育児休業取得率を50％以上とし、平均取得日数14日以上を目指す 

●2025年 4月～  育児休業制度の内容・趣旨を周知し、申し出しやすい環境を形成する 

  人事課を相談窓口とし、新しい給付金制度等について情報提供する 


